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５月25日（月曜日）～29日（金曜日）の登校日における授業実施について 

 

 平素から本校の教育活動にご理解、ご協力いただきありがとうございます。 

さて、先に令和２年５月31日（日曜日）まで臨時休業期間の延長をお知らせすると共に、安全面に配

慮を行たうえで、登校日を設定し、取り組んでいるところです。このたび、大阪市教育委員会からの通知

を受け、来週の標記期間に、６年生において授業を実施することとしましたのでお知らせいたします。 

６年生につきましては、次のとおりに実施いたしますので、ご確認のうえ、ご理解を賜りますようお願

い申しあげます。 

なお、新型コロナウイルス感染症については、日々状況が変化しているため、変更が生じる場合があり

ます。その折は、改めてお知らせいたしますので、重ねてよろしくお願い申しあげます。 

また、６年生以外につきましては、これまで通りの登校日を実施いたします。 

 

記 

 

１ 授業実施の趣旨 

臨時休業期間が長期化している現状に鑑み、年間の授業日が限られていく中において、学校再開後の

授業時数確保が喫緊の課題であることに加え、中学校への接続に配慮が必要な最終学年の児童が優先

的に学習活動を開始できるよう配慮することが重要であることを踏まえ、新型コロナウイルス感染症

予防を最大限に留意したうえで、他の学年に先行して、授業を再開します。 

 

２ 授業実施における６年生の登校日及び登下校時刻 

   ・島屋１～３丁目、春日出、酉島、桜島、その他の地区・・・25日(月)と28日(木) 

   ・ユニバ地区・・・26日(火)と29日(金) 

   ・登校時刻は、8:15～8:30の間 

   ・下校時刻は、11:25頃 

※ １～５年生の中には、６年生と一緒に登下校ができないことがありますのでご了承ください。 

 

３ 持ち物 

   学級で配布される「今日の連絡」にてご確認ください。 

 

４ その他 

  ・「授業日」ではありませんので「欠席扱い」にはなりませんが、お休みされる場合は、学校までご連

絡ください。 

  ・登校の際には、必ずマスクを着用し、ハンカチを携帯するようお願いします。 

  ・学校園で健康観察表の確認をいたしますので、家庭でお子様の体温等健康状態を記入した健康観察表

をお子様に持たせてください。 

  ・お子様が、次の状況になった際は、学校に電話等でご連絡のうえ、家庭での休養をお願いします。 

①お子様が、新型コロナウイルスの感染が判明した場合、もしくは新型コロナウイルスの感染の疑い

によりPCR検査（核酸増幅法検査）を受検することとなった場合 

②お子様が、保健所等から濃厚接触者と認定された場合 

③お子様と同居されているご家族が、保健所等から濃厚接触者と認定された場合 

④お子様に、発熱・咳等のかぜの症状が見られる場合。また、症状が治った場合でも、翌日と翌々日

の２日間はご家庭で休養していただくことになります。 


